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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

事業収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の

所有者に帰属する
四半期利益

四半期包括利益
合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 2026年12月期第１四半期 5 △35.2 △313 － △312 － △312 － △312 － △312 －

 2025年12月期第１四半期 7 43.9 △259 － △259 － △259 － △259 － △260 －

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

 2026年12月期第１四半期 △2.58 △2.58

 2025年12月期第１四半期 △4.49 △4.49

資産合計 資本合計
親会社の所有者に

帰属する持分
親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

 2026年12月期第１四半期 1,864 1,676 1,676 89.9

 2025年12月期 1,979 1,814 1,814 91.6

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

 2025年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

 2026年12月期 －

 2026年12月期（予想） 0.00 － 0.00 0.00

１．2026年12月期第１四半期の連結業績（2026年１月１日～2026年３月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2026年12月期の連結業績予想（2026年１月１日～2026年12月31日）

　2026年12月期の業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定ができないことから、記載しておりませ

ん。なお、当該理由等は、添付資料P.４「１．経営成績等の概況　（４）連結業績予想などの将来予測情報に関する説

明」をご覧ください。



①  期末発行済株式数(自己株式を含む)  2026年12月期１Ｑ 138,504,288株  2025年12月期 115,404,288株

②  期末自己株式数  2026年12月期１Ｑ 187株  2025年12月期 187株

③  期中平均株式数(四半期累計)  2026年12月期１Ｑ 121,209,844株  2025年12月期１Ｑ 57,528,802株

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：無

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

①  ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更：無

②  ①以外の会計方針の変更                ：無

③  会計上の見積りの変更                  ：無

（３）発行済株式数（普通株式）

※  添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：有（義務）

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績予想及びその他の将来予測に関する記述は、現在入手可能であり、かつ当社が合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等はさまざまな要因により著しく異なる可能性がありま

す。業績予想については、添付資料P.４「１．経営成績等の概況　（４）連結業績予想などの将来予測情報に関する

説明」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当四半期の経営成績の概況

　当社グループは、眼科領域に特化しグローバルに医療用医薬品、医療機器の研究開発を行う眼科医療ソリューシ

ョン・カンパニーです。

　当第１四半期連結累計期間におきましては、ウクライナ情勢の長期化に加え、中東地域を含む地政学的緊張の継

続・拡大により、エネルギー価格や原材料価格の変動、物流コストの高止まりなど、事業環境の不透明感が依然と

して続きました。

　世界経済は、インフレ率の鈍化が見られるものの、一部においては高止まりも継続しており、金融引き締め政策

の影響やその転換時期に対する不確実性に加え、地政学的リスクの高まりを背景として、全体としては回復ペース

の鈍化が見られました。

　アジア経済においては、中国経済が製造業を中心に一部で持ち直しの動きが見られたものの、不動産市場の調整

局面の長期化や内需回復の遅れなど構造的課題もあり、先行きについては不透明な状況が続いております。

　日本経済においては、国内外の金利差等を背景に為替相場は円安基調で推移する一方、賃上げの進展による消費

の底堅さや企業の設備投資意欲の持ち直しが見られ、緩やかな回復基調で推移しましたが、物価上昇の継続による

実質所得への影響などには引き続き留意が必要な状況です。

　このような事業環境のもと、当社グループは以下のとおり事業展開及び研究開発を推進しました。

［医療機器］

（近視進行ケアデバイス Kubota Glass®）

　現在、当社は近視進行ケアデバイス Kubota Glass®の事業拡大に向けて、地域ごとの市場特性を踏まえた戦略的

な展開を進めております。

　中でも中国市場においては、複数のディストリビューター（現在４社）と連携し、役割や取り組みフェーズを明

確にしたうえで販路開拓を本格的に推進しており、これまでの市場探索・仮説検証の段階から、具体的な実行フェ

ーズへと着実に進展しています。引き続き各社との連携を深め、事業面における成果の拡大を図ってまいります。

　また、中国・上海においては臨床試験を新たに開始しており、現在までのところ順調に進捗しています。これら

の活動を通じて、製品価値の検証及び将来的な事業展開に向けた基盤整備を着実に進めています。

　併せて、今後の持続的な成長と展開拡大を見据え、製造、供給、オペレーション全体における最適化に向けた継

続的な投資及び体制整備を行っております。

　今後は、日本国内におけるマーケティング活動の強化に加え、グローバル展開を見据えた外部パートナーとの協

業や新たな事業機会の探索を進めることで、中長期的な事業成長につなげていく方針です。

　具体的には、英国で開催された国際展示会「100％ Optical」への出展において、100名以上の業界関係者との対

話を通じて近視進行ケアデバイス Kubota Glass®への高い期待と関心を確認することができました。引き続き欧州

市場における認知拡大と将来的な事業機会の創出に取り組んでまいります。台湾市場においては、契約済みのパー

トナーとローンチに向けた協議を継続するとともに、現地マーケティングパートナーと販促・PR施策のプランニン

グを進めており、販売体制の構築を着実に推進しています。また、南アジア地域においては、複数の可能性を視野

に入れつつ、現地パートナーとの間で市場性や事業性を慎重に見極めるための協議を継続しており、現時点では観

察・検討段階に位置付けています。

　加えて、日本国内においては、近視進行ケアデバイス Kubota Glass®の提供価値をより多様かつ継続的にお届け

することを目的として、新たなサブスクリプション型の販売プログラム「Kubota Glass® My Vision プログラム」

の提供を開始いたしました。本プログラムは、お客様が長期にわたり継続的にご利用いただける環境を整えるもの

であり、今後の事業基盤の強化に寄与するものと考えております。

　中国市場については、過去に一時的にクローズしていたeコマースチャネル（Taobao）を再開いたしました。引

き続き市場環境や運営体制を注視しながら、販売活動の安定的な継続に努めてまいります。

　当社は引き続き、事業リスクを適切に管理しつつ、各市場における持続的な成長機会の創出に取り組んでまいり
ます。

（在宅・遠隔医療モニタリング機器）

　当社が開発する超小型モバイルOCT（光干渉断層計）の「eyeMO
®
」は、眼科において網膜の状態の検査に用いら

れるOCTの超小型モデルのことで、モバイルヘルスを含む在宅・遠隔医療分野での需要を見据えた在宅眼科医療機

器ソリューションです。

　ウェット型加齢黄斑変性や糖尿病黄斑浮腫等の網膜浮腫による網膜疾患患者が自宅にて患者自身で網膜の状態を

測定することを可能にする検査デバイスです。インターネットを介して、網膜の構造や視力の変化といった病状の

経過を、医師が遠隔で診断できるシステムを確立することにより、個別の患者に適した眼科治療を実現し、視力の

維持向上を目指します。2023年１月より、ハーバード大学医学部付属ジョスリン糖尿病センターで、糖尿病網膜症

患者のスクリーニング装置として実用可能であるかの評価、及び市販のOCT装置と比較する臨床試験を実施してお

ります。今後も理想的な実用モデルを検証しつつ、パートナー企業との共同開発、商業化の可能性を模索しており

ます。
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（単位：％を除き、千円）

前第１四半期 当第１四半期 増減額 増減率（％）

研究開発費 71,058 139,334 68,277 96.1

（単位：％を除き、千円）

前第１四半期 当第１四半期 増減額 増減率（％）

販売費及び一般管理費 167,801 166,089 △1,712 △1.0

［低分子化合物］

　エミクススタト塩酸塩については、主にスターガルト病を適応症とした治療薬としての承認・上市を目標に開発

を進めております。2018年11月に開始した第３相臨床試験では主要評価項目及び副次的評価項目を達成せず、治療

群間の有意差も確認できなかったものの、その後のサブグループ解析において、ベースライン時の萎縮病巣領域が

小さい被験者グループに対して変数減少法による単変量と多変量分析を行い、このサブグループにおける萎縮病巣

の進行に影響する独立したベースラインの因子を特定しました。この解析の結果、エミクススタト投与群の24カ月

目の黄斑萎縮の進行率が、プラセボ投与群に比べ40.8％抑制されたことを確認しました（p=0.0206、エミクススタ

ト投与群 n=34、プラセボ群 n=21）。上記の結果にもとづき、改めて第３相臨床試験を実施すべく、米国FDA（米

国食品医薬品局）と協議を重ねております。一方で、未承認薬を人道的な目的で利用可能とするコンパッショネー

ト・ユース・プログラム（CUP）の活用により早期の収益化を目指しております。これまでにグローバルな提携パ

ートナー候補へのアプローチを進めておりましたが、フランスにおけるCUPでのエミクススタト塩酸塩の提供を目

的として、2026年３月２日付でLaboratoires KÔL（本社：フランス・クレルモン＝フェラン、Founder and CEO; 

Sophie Momège）と供給およびライセンス契約 を締結しました 。そして、2026年４月からは、GMP（Good 

Manufacturing Practice）に準拠したエミクススタト塩酸塩の原薬製造を開始しております。今後は、 KÔL 社と

の連携をさらに深め、早期のコンパッショネート・ユース承認に向けてフランス当局へのアプローチ等の事業活動

を推進して参ります。

　当第１四半期連結累計期間の事業収益は５百万円（前年同四半期比35.2％減）、売上原価は２百万円（前年同四

半期比86.4％増）となりました。研究開発費、販売費及び一般管理費については以下のとおりです。

（研究開発費）

　当第１四半期連結累計期間の研究開発費は、前年同四半期と比較して68百万円増加（前年同四半期比96.1％増）

し、139百万円となりました。これは、エミクススタト塩酸塩、及び近視進行ケアデバイス Kubota Glass
®
の開発

費用が増加したことが主な要因です。

（販売費及び一般管理費）

　当第１四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は、前年同四半期と概ね同水準となる166百万円（前年同四

半期比1.0％減）となりました。

（２）当四半期の財政状態の概況

（流動資産）

　当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末と比べて115百万円減少し1,854百万円となりまし

た。これは、現金及び現金同等物が減少したことが主な要因です。

（非流動資産）

　当第１四半期連結会計期間末の非流動資産は、前連結会計年度末と比べて０百万円減少し10百万円となり、大き

な変動はありませんでした。

（流動負債）

　当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末と比べて30百万円増加し188百万円となりまし

た。これは、買掛金及び未払債務が増加したことが主な要因です。

（非流動負債）

　当第１四半期連結会計期間末の非流動負債は、前連結会計年度末と比べて８百万円減少し１百万円となりまし

た。これは、リース負債が減少したことが要因です。

（資本）
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　当第１四半期連結会計期間末の資本は、前連結会計年度末と比べて138百万円減少し1,676百万円となりました。

これは、四半期損失の計上により繰越損失（利益剰余金のマイナス）が拡大したことが主な要因です。

（３）当四半期のキャッシュ・フローの概況

　現金及び現金同等物は、取得日後３ヶ月以内に満期が到来する短期の流動性の高いすべての投資を含み、現金同

等物はマネー・マーケット・ファンドで構成されております。取得日現在の満期が３ヶ月から１年の間である投資

は、短期投資に分類されます。

　当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前第１四半期連結会計期間末及び当第

１四半期連結会計期間末において、それぞれ1,264百万円及び1,788百万円でありました。第三者金融機関への預金

額は、連邦預金保険公社及び証券投資家保護公社の適用ある保証上限を超える可能性があります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間における営業活動に使用した現金及び現金同等物（以

下、資金）は、それぞれ262百万円及び282百万円となりました。使用した資金が20百万円増加した主な要因は、前

第１四半期連結累計期間に比べ、当第１四半期連結累計期間は研究開発費の支払いが増加したことによるもので

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　前第１四半期連結累計期間における投資活動により得られた資金は６百万円、当第１四半期連結累計期間に使用

した資金は９百万円となりました。これは前第１四半期連結累計期間に比べ、当第１四半期連結累計期間は敷金及

び保証金の回収による収入が減少し、有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間における財務活動により得られた資金は、それぞれ70

百万円及び158百万円となりました。得られた資金が88百万円増加した主な要因は、前第１四半期連結累計期間に

比べ、当第１四半期連結累計期間は新株予約権の権利行使に伴う普通株式の発行による収入が増加したことによる

ものです。

（４）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当社における現在の事業収益は、近視進行ケアデバイス Kubota Glass
®
の販売収入が大部分を占めます。現在、

第１四半期に新たに販売特約店契約及び売買契約を締結した契約先各社や契約候補先と共に、中国全土及び台湾南

部を中心とする中華圏市場における販路拡大の基盤整備、並びに医療機関及び眼鏡販売店への展開を通じた市場導

入に取り組んでおります。支出に関しては、生産体制の維持と合理化、製品の改良、製造コスト削減、科学的エビ

デンスの増強、といった活動を同時並行で進めております関係上、研究開発費用が大幅に変動する可能性を否めま

せん。また、収益に関しては、近視進行ケアデバイス Kubota Glass
®
が非常に新規性の高い製品であることから、

現時点で正確な需要予測を行うことが困難です。

　以上の事由により、2026年12月期の連結業績予想については、現時点で明確な根拠に基づく、開示に資する予測

策定が困難であることから、引き続き通期の業績予想は開示を見合わせることとさせていただきます。なお、今後

の事業の進捗を踏まえ、開示に資する合理的な算出が可能になり次第、速やかに開示いたします。
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（５）継続企業の前提に関する重要事象等

　当社グループは眼科領域に特化し、グローバルに医薬品・医療機器等の研究開発・販売を行う眼科医療ソリュー

ション・カンパニーであり、研究開発段階においては先行投資が必要となる事業ポートフォリオから構成されてお

ります。

　既に商業化しております、近視進行ケアデバイス Kubota Glass
®
に関しましては、既に販売を開始しております

日本市場に加え、近視関連製品の大市場である中国をはじめ、台湾を重点市場として位置付け進出を進めておりま

す。第１四半期において新たな販売特約店契約又は売買契約の締結には至っていないものの、既存の契約先及び契

約候補先と連携し、中国全土及び台湾南部を中心とする中華圏市場における販路拡大に向けた基盤整備や、医療機

関及び眼鏡販売店への展開に向けた取り組みを継続しております。しかしながら、本格的な事業収益の立ち上がり

時期については、現時点では明確になっておりません。

　在宅・遠隔眼科医療用網膜モニタリング機器 eyeMO
®
につきましても、早期に収益化を図るべく、開発品のライ

センスアウト及び業務提携に取り組んでおり、これまで複数企業と契約協議を行ってまいりましたが、現時点で

は、パートナー企業が見つかっておりません。

　エミクススタト塩酸塩に関しましては、早急な上市に向けて早期承認制度や緊急承認制度の利用について当局と

協議しているものの、現時点では、日本や米国等で薬事承認を得るためには第３相試験を改めて実施することが必

要となっております。そのため引き続き１対２のピボタル試験要件の確認及び研究開発パートナー探しを進めてお

ります。また、スターガルト病を対象とする第３相臨床試験の事後解析であるサブグループ解析の結果をもとに、

主に欧州でコンパッショネート・ユース・プログラム（CUP）を利用した早期収益化に向けた事業活動を推進して

おります。その結果、フランスにおけるCUPでのエミクススタト塩酸塩の提供を目的として、2026年3月2日付で

Laboratoires KÔL（本社：フランス・クレルモン＝フェラン、Founder and CEO; Sophie Momège）と供給およびラ

イセンス契約を締結しました。

　有価証券の発行による資金調達に関しては、新株予約権（行使価額修正条項付）の行使による払込金が 2026年

12月期第１四半期連結累計期間は162百万円、2025年12月期は1,087百万円となっており、2024年12月期の48百万円

から大きく増加し、当社による見込みを上回っております。 上記のとおり、既に商業化されている近視進行ケア

デバイス Kubota Glass
®
の海外からの売上の立ち上がりがずれ込んでおり、営業損失及び営業キャッシュ・フロー

のマイナスが継続していることから、現金及び現金同等物の残高は2026年12月期第１四半期連結会計期間末が

1,788百万円、2025年12月期末が1,919百万円、2024年12月期末が1,455百万円となっており、2023年12月期末の

2,768百万円、2022年12月期末の4,049百万円から減少しております。これらのことから継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような状況が存在していると認識しております。

　このような状況を鑑み、当社グループは以下のような施策の実行に向けて取り組んでおります。

1.近視進行ケアデバイス Kubota Glass
®
の複数社との販売特約店契約及び売買契約を通じた中国主要都市をカバ

ーする販売ネットワークの拡充による事業収益の早期立ち上げ。

2.近視進行ケアデバイス Kubota Glass
®
の中国での販売拡大を後押しする小児近視予防を目的とした臨床試験の

着実な実施 。

3.近視進行ケアデバイス Kubota Glass
®
の台湾における販売特約店契約及び売買契約による販売ネットワークの

拡充による事業収益の早期立ち上げ。

4.近視進行ケアデバイス Kubota Glass
®
の生産体制合理化による品質改善と製造原価低減。

5.エミクススタト塩酸塩の主に欧州でのコンパッショネート・ユース・プログラムを利用した早期収益化。

6.企業との資本業務提携等、新株予約権（行使価額修正条項付）以外の資金調達。

　以上の施策により、事業収入増加、コストの削減並びに資金調達の可能性を高めることで継続企業の前提に対す

る疑義の解消に努めてまいります。

　各施策の成果についての不確実性を考慮してもなお当第１四半期連結会計期間末現在において、当面の事業展開

に必要な資金を十分に確保しており、当社グループは継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判

断しております。
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2025年12月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2026年３月31日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物 1,918,615 1,787,964

売上債権 350 300

棚卸資産 3,759 5,341

その他の流動資産 46,271 59,962

流動資産合計 1,968,995 1,853,567

非流動資産

その他の非流動資産 10,462 10,442

非流動資産合計 10,462 10,442

資産合計 1,979,457 1,864,009

負債及び資本

負債

流動負債

買掛金 21,358 30,084

未払債務 105,631 120,240

未払報酬 13,642 16,131

リース負債 13,989 18,534

その他の流動負債 2,753 2,833

流動負債合計 157,373 187,822

非流動負債

リース負債 8,252 664

非流動負債合計 8,252 664

負債合計 165,625 188,486

資本

資本金 577,576 658,427

資本剰余金 28,418,035 28,510,727

利益剰余金 △25,732,895 △26,045,021

その他の資本の構成要素 △1,448,884 △1,448,610

親会社の所有者に帰属する持分合計 1,813,832 1,675,523

資本合計 1,813,832 1,675,523

負債及び資本合計 1,979,457 1,864,009

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書
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（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2025年１月１日
　至　2025年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2026年１月１日
　至　2026年３月31日)

事業収益 7,245 4,694

事業費用

売上原価 815 1,519

研究開発費 71,058 139,334

販売費及び一般管理費 167,801 166,089

事業費用合計 239,674 306,943

その他の営業費用 26,601 11,017

営業損失 △259,030 △313,265

その他の収益及び費用

金融収益 853 1,508

金融費用 △337 △121

その他の収益（△は費用） △62 △248

その他の収益及び費用合計 454 1,139

税引前四半期損失 △258,576 △312,126

四半期損失 △258,576 △312,126

四半期損失の帰属

親会社の所有者 △258,576 △312,126

１株当たり四半期損失

基本的１株当たり四半期損失（円） △4.49 △2.58

希薄化後１株当たり四半期損失（円） △4.49 △2.58

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

（要約四半期連結損益計算書）

（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2025年１月１日
　至　2025年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2026年１月１日
　至　2026年３月31日)

四半期損失 △258,576 △312,126

その他の包括利益

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △1,070 274

その他の包括利益合計 △1,070 274

四半期包括利益 △259,646 △311,852

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 △259,646 △311,852

（要約四半期連結包括利益計算書）
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（単位：千円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金
その他の資本
の構成要素

親会社の所有
者に帰属する
持分合計

合計

2025年１月１日現在残高 33,964 27,867,241 △25,056,642 △1,454,808 1,389,755 1,389,755

四半期損失 △258,576 △258,576 △258,576

在外営業活動体の換算差額 △1,070 △1,070 △1,070

四半期包括利益 － － △258,576 △1,070 △259,646 △259,646

株式報酬 6,094 6,094 6,094

新株の発行 37,999 37,999 75,998 75,998

新株発行費用 △542 △542 △542

所有者との取引額合計 37,999 43,551 － － 81,550 81,550

2025年３月31日現在残高 71,963 27,910,792 △25,315,218 △1,455,878 1,211,659 1,211,659

（単位：千円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金
その他の資本
の構成要素

親会社の所有
者に帰属する
持分合計

合計

2026年１月１日現在残高 577,576 28,418,035 △25,732,895 △1,448,884 1,813,832 1,813,832

四半期損失 △312,126 △312,126 △312,126

在外営業活動体の換算差額 274 274 274

四半期包括利益 － － △312,126 274 △311,852 △311,852

株式報酬 12,011 12,011 12,011

新株の発行 80,851 80,851 161,702 161,702

新株発行費用 △170 △170 △170

所有者との取引額合計 80,851 92,692 － － 173,543 173,543

2026年３月31日現在残高 658,427 28,510,727 △26,045,021 △1,448,610 1,675,523 1,675,523

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第１四半期連結累計期間（自　2025年１月１日　至　2025年３月31日）

当第１四半期連結累計期間（自　2026年１月１日　至　2026年３月31日）
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（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2025年１月１日
　至　2025年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2026年１月１日
　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期損失 △258,576 △312,126

四半期損失から営業活動に使用された現金
（純額）への調整

減損損失 26,601 11,017

株式報酬 6,094 12,011

金融収益 △853 △1,508

金融費用 337 121

営業資産及び負債の変動

売上債権 △608 57

その他の流動資産 △12,431 △14,232

その他の流動負債 △935 23

買掛金 △23,149 8,167

未払債務 18,665 12,219

未払報酬 △19,983 2,171

その他の資産 2,756 238

小計 △262,082 △281,842

利息の支払額 △344 △120

営業活動によるキャッシュ・フロー △262,426 △281,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額 855 1,534

有形固定資産の取得による支出 － △10,958

敷金及び保証金の回収による収入 5,117 205

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,972 △9,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

普通株式の発行による収入 75,868 161,702

リース負債の返済による支出 △5,962 △3,471

財務活動によるキャッシュ・フロー 69,906 158,231

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,236 2,299

現金及び現金同等物の増減額 △190,784 △130,651

現金及び現金同等物の期首残高 1,454,908 1,918,615

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,264,124 1,787,964

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（セグメント情報）

　当社グループは、医療用医薬品・医療機器事業及びこれらに関連する事業の単一セグメントであるため、セグメ

ント情報の記載を省略しております。

（後発事象）

（資本金の額の減少（減資）及びその他資本剰余金の処分）

　当社は、2026年３月18日開催の取締役会において、以下のとおり、当社第11期定時株主総会に資本金の額の減 

少（減資）及びその他資本剰余金の処分の件を付議することについて決議し、同株主総会において承認可決さ 

れ、2026年４月30日付でその効力が発生しております。

(1）目的

　欠損補填及び今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保を図るため、会社法第447条第１項及び会社法第452

条の規定に基づき、資本金の額の減少（減資）及びその他資本剰余金の処分を行うものであります。

　これにより、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性と機動性の確保に努めてまいり

ます。

(2）資本金の額の減少（減資）の内容

①　減少する資本金の額

　当社の資本金の額577,576千円（2025年12月末現在）のうち567,576千円減少し、減少する資本金の額全

額をその他資本剰余金に振り替えるものです。減少後の資本金の額は109,926千円（注）となります。

（注）減資の効力発生日までの間に、新株予約権が行使されたことにより、資本金の額が99,926千円増加

しております。

②　資本金の額の減少（減資）の方法

　払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少いたします。

(3）その他資本剰余金の処分の内容

　上記(2）に記載の資本金の減少の効力発生を条件に、以下のとおり、その他資本剰余金のうち欠損補填に

必要な金額を減少し、繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損補填に充当いたします。

①　減少する剰余金の項目とその額

その他資本剰余金　　3,460,412千円

②　増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　　3,460,412千円

(4）日程

①　取締役会決議日　　　　　　　2026年３月18日

②　債権者異議申述公告日　　　　2026年３月28日

③　株主総会決議日　　　　　　　2026年４月24日

④　債権者異議申述最終期日　　　2026年４月27日

⑤　減資の効力発生日　　　　　　2026年４月30日

（ストックオプションの付与）

　当社は、2026年４月24日開催の当社第11期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規

定に基づき、ストックオプションとして無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任す

ることを決議いたしました。

　詳細は以下のとおりです。

(1）新株予約権の割当ての対象者

　当社の取締役（社外取締役を含む）、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役（社外取締役

を含む）、使用人及びコンサルタント

(2）新株予約権の目的である株式の種類及び数

　当社普通株式5,000,000株を上限とする。

　ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日（以下「決議日」という）以降、当社が、

当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ）又は株

式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、こ

れを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
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（１）払込期日 2026年５月８日

（２）発行する株式の種類及び数 当社普通株式 1,740,000株

（３）発行価額 １株につき96円

（４）発行総額 167,040,000円

（５）株式の割当ての対象者及びその

　　　人数並びに割り当てる株式の数
代表取締役 １名　1,740,000株

(3）発行する新株予約権の総数

　50,000個を上限とする。

(4）新株予約権の発行価額

　新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

(5）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受

けることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という）に付与株式数を乗じた金額とす

る。

　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という）の属する月の前月の各日（取引が成立

しない日を除く）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」という）の平均

値（１円未満の端数は切り上げる）又は割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引

日の終値）のいずれか高い金額とする。

(6）新株予約権を行使することができる期間

　割当日から付与決議日後10年を経過する日までとする。

(7）新株予約権の行使の条件

　新株予約権の行使条件は、下記(9)の新株予約権割当契約に定めるところによる。

(8）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規

定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げる。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(9）その他

　新株予約権の割当ては、当社取締役会が上記新株予約権発行の目的を達成するために必要と認める条件を

定める新株予約権割当契約を割当対象者との間で締結し、これに基づいて行うものとする。

（譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行）

　当社は、2026年４月24日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度として新株式の発行を行うことに

ついて決議いたしました。

(1）発行の概要

(2）発行の目的および理由

　当社は、2026年３月18日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締

役」といいます。）に対し、当社の持続的な企業価値の向上を図るインセンティブを付与するとともに、対

象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本

制度」といいます。）を導入することを決議いたしました。

　また、2026年４月24日開催の第11期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資

財産とするための報酬として、対象取締役に対して年額200,000千円以内の金銭報酬債権を支給すること、

及び発行又は処分する当社普通株式の総数を年1,740,000株以内とすること等につき、ご承認をいただいて

おります。

　本新株式発行は、本制度に基づき、対象取締役１名に対し、当該報酬として支給された金銭報酬債権を現

物出資財産として払い込むことにより、譲渡制限付株式を付与するものであります。

　なお、本新株式発行に係る払込手続は、2026年５月８日に完了しております。
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独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

2026年５月14日

窪田製薬ホールディングス株式会社

取締役会　御中

HLB Meisei有限責任監査法人

東京都台東区

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 大兼　宏章

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 関　和輝

監査人の結論

　当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている窪田製薬ホールディングス株式会社の2026年１月１日

から2026年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2026年１月１日から2026年３月31日まで）及び第１

四半期連結累計期間（2026年１月１日から2026年３月31日まで）に係る要約四半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期

連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要

約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財

務諸表等の作成基準第５条第２項（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第５条第５項に定める記載の省略が適用されて

いる。）に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記

載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用

される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を

果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

その他の事項

　会社の2025年12月31日をもって終了した前連結会計年度の第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間に係る

要約四半期連結財務諸表は、期中レビューが実施されていない。前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって

監査が実施されており、前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2026年３月26日付けで無限定適正意見を表明してい

る。

要約四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第５条第２項（ただし、四半期財務諸表等の

作成基準第５条第５項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成することにあ

る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断

した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　要約四半期連結財務諸表を作成するに当たり、継続企業の前提に基づき要約四半期連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第５条第２項（ただし、四半期財務諸

表等の作成基準第５条第５項に定める記載の省略が適用されている。）に基づき、継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。

要約四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から要約四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続

を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の

財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期

財務諸表等の作成基準第５条第２項（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第５条第５項に定める記載の省略が適用され

ている。）に準拠して、作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提

に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において要約四半期連結財務諸表の注記事項に注意を

喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、要約四半期連結財

務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日ま

でに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第５条第２項

（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第５条第５項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されてい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・要約四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、要約四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項に

ついて報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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